
 
 

 
身体障がい者標識 
(身体障がい者マーク) 

 

 
肢体不自由であること
を理由に免許に条件を
付されている方が運転
する車に表示するマー
クです。（このマークの
表示は努力義務です。） 
 
 

  
ほじょ犬マーク 

 

 
身体障がい者補助犬（盲導犬・
介助犬・聴導犬）同伴の啓発
のためのマークです。 
 
 
〈問い合わせ〉 
厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部企画課 
TEL 03-5253-1111 
FAX 03-3503-1237 

    

 
聴覚障がい者標識 
(聴覚障がい者マーク) 

 

 
聴覚に障がいのある方
が運転する車に表示す
るマークです。（このマ
ークの表示は義務付け
られています。） 
 
 
 

  
耳マーク 

(聴覚障がい者 
シンボルマーク) 

 

 
聴覚障がいの方であることを
表すマークです。（聴覚障がい
の方が自発的に使用するもの
です。法的拘束力はありませ
ん。） 
 
〈問い合わせ〉 
一般社団法人全日本難聴者・
中途失聴者団体連合会 
TEL 03-3225-5600 
FAX 03-3354-0046 

    

 
手話マーク 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
手話での対応を希望し
ていることや対応が可
能なことを表していま
す。 
 
〈問い合わせ〉 
一般社団法人 
全日本ろうあ連盟 
TEL03-3268-8847 

FAX03-3267-3445 

 
筆談マーク 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
筆談での対応を希望している
ことや対応が可能なことを表
しています。 
 
 
〈問い合わせ〉 
一般社団法人 
全日本ろうあ連盟 
TEL03-3268-8847 

FAX03-3267-3445 

    

 
オストメイトマーク 

 

 
人工肛門・人工膀胱を
使用している方（オス
トメイト）のための設
備があることを表して
います。 
 
 
 
〈問い合わせ〉 
公益社団法人 
日本オストミー協会 
TEL 03-5670-7681 
FAX 03-5670-7682 

 
ハート・プラス 
マーク 

 

 
心臓、腎臓、呼吸機能、膀胱、
直腸、小腸、免疫、肝臓機能
など身体の内部に障がいのあ
る人を表しています。（内部障
がいの方が自発的に使用する
ものです。法的拘束力はあり
ません。） 
 
〈問い合わせ〉 
特定非営利活動法人 
ハート・プラスの会 
TEL 080-4824－9928 
E-mail info@heartplus.org 

 
 

 

障がいに関するいろいろなマーク 
 



 

ヘルプマーク 

 

東京保健福祉局が作成したマークで、義足や人工関節を使用している方、難病や内
部障がいの方、妊娠初期の方など外見から分からなくても援助や配慮を必要とし
ている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得
やすくなるよう作成したマークです。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場
合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど思いや
りのある行動をお願いします。 
 
〈問い合わせ〉東京都保健福祉局障害者施策推進部計画課 

TEL 03-5320-4147   FAX 03-5388-1407 

 

「白杖 SOS 
シグナル」普及啓発 
シンボルマーク 

 
 
 

 

白杖を頭上 50 ㎝程度に掲げて SOS シグナルを示している視覚に障がいのある
人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖 SOS シグナル」運動
の普及啓発シンボルマークです。白杖による SOS のシグナルを見かけたら、進ん
で声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。 
 
※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、
白杖により SOS のシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてく
ださい。 

 
〈問い合わせ〉岐阜市福祉部障がい福祉課 

TEL 058-214-2138   FAX 058-265-7613 

 

春日井市健康福祉部障がい福祉課 

〒486-8686 春日井市鳥居松町５丁目 44 番地 

電話 (0568)85-6186 FAX(0568)84-5764 

 

障がい者のための
国際シンボルマーク 

 

障がい者が容易に利用できる建物・施設であることを明確に表すための世界共通
のシンボルマークです。マークの使用については、国際リハビリテーション協会の
使用方針により定められています。このマークはすべての障がい者を対象とした
ものです。 
 
※個人の車に表示することはシンボルマーク本来の趣旨とは異なり、障がいのあ
る方が乗車していることを周囲に知らせる程度のものになります。道路交通法
上の規制を免除されるなどの法的効力はありません。 

 
〈問い合わせ〉公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 

TEL 03-5273-0601  FAX 03-5273-1523 

 
 

春日井市 
公式 LINE 

 
 

 

 

 

 

 

 

市公式ＬＩＮＥでは、あなたの興味のある分野に絞って、春日井市か

らのお知らせを受け取ることができます。  

「健康・医療」や「福祉」といった分野のほか、「ごみの収集日」、不

審者情報や気象（注意報・警報）情報などをお知らせする機能もあり

ます。  

「シティバス・交通」や「ごみ」といった生活に身近な情報にもす

ぐにアクセスできるメニューも備えていて、便利にお使いいただけま

す。  

道路や公園、河川の損傷などについて通報することもできます。  

ぜひ、友だち追加をお願いします。 
 
〈問い合わせ〉春日井市企画経営部広報広聴課 

TEL 0568-85-6037  

LINE の友だち 

追加はこちらから 


